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中央防災会議 防災対策実行会議 

洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難検討ワーキンググループ 

（ 第 ６ 回 ） 

 

 

 

議 事 次 第 

 

 
日 時 平成29年12月21日（木）10:00～12:01 

場 所 中央合同庁舎８号館３階災害対策本部会議室 

 

 

１．開 会 

 

２．議 題 

  ①本WGにおける主な検討事項と進め方 

  ②計画の実効性の確保 

  ③洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難に関する基本的な考え方と定量的な算出方

法（案） 

３．閉 会 
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開   会 

 

○事務局（廣瀬） それでは、定刻となりましたので、ただいまより「洪水・高潮氾濫か

らの大規模・広域避難検討ワーキンググループ」第６回会議を開催させていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、年末の御多忙の中、御出席をいただきましてありがとう

ございます。本日は全委員の方々に御出席をいただいております。まことにありがとうご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、マスコミの方はここで御退室をよろしくお願いします。 

 

（報道関係者退室） 

 

○事務局（廣瀬） では、ここからの進行は田中主査にお願いしたいと思います。主査、

よろしくお願いします。 

○田中主査 本日はどうもよろしくお願いしたいと思います。お集まりいただきまして御

礼申し上げたいと思います。 

 今回は、あと２回ということになっております。前回、片田委員あるいは山田委員から

も御指摘がありましたけれども、どういう実効的な計画をつくり上げていくのかというこ

とに関して、いろいろなアイデアをいただければと思っています。特にどんな場で議論を

していくのか。多数のステークホルダーがかかわりますので、どういう場をつくっていく

のか。あるいは受け入れと、それから避難勧告を出す、その中で実質的にはどういうタイ

ミングをうまく同期させていくのかということも含めて、幾つか基本的な議論をさせてい

ただければと思っています。 

 まず、資料１「本ワーキンググループにおける主な検討事項と進め方」ということで、

もう一遍復習をして、きょうの位置づけをはっきりさせていただくところから始めさせて

いただきたいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。 

 

資 料 説 明 

 

○事務局（磯部） 資料１の表紙をおめくりください。本ワーキングの検討についてでご

ざいますが、１ページ目、地域全体のリスクを低減させるための避難行動を組み合わせる

ための検討をこのワーキングではしてまいりました。 

 具体的には、２ページ目に「検討の手順と検討事項」と書いてございますが、域内・域

外避難の組み合わせをどうするべきかといったこと、各個人の判断に委ねてしまうと全体

としてはリスクが増大してしまうといったことがある中で、また、移動困難者の方につき

ましては、移動に伴うリスクもある一方で、浸水区域内にとどまるリスクも高いというこ

とで、移動困難者の方々についてどのような避難の形があるかといったことを検討してい
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ただきました。 

 また、域内避難に関する事項、域外避難に関する事項、それぞれについても御議論いた

だいておりまして、前回、一番下にあります「（７）国・都府県の関わり方」について御議

論をいただいてございます。本日は、その下にございます「（８）計画の実効性の確保」に

つきまして、「（７）国・都府県の関わり方」も加えまして、御議論いただければと思って

ございます。 

 めくっていただきまして、検討の進め方でございます。前回ワーキングでは、第６回で

取りまとめまで行うということでスケジュールを御提示してございましたが、先ほど御説

明しましたとおり、計画の実効性の確保という論点につきまして、本日１回御議論いただ

きまして、取りまとめについては第７回を設けまして、次回させていただければと考えて

ございます。 

 ４ページに三大都市圏の最近の取り組みについてまとめてございます。赤字につきまし

ては、第４回で基本的な考え方を各地域に御提示した以降のものを載せてございますが、

江東５区では広域避難推進協議会のほうで議論が進められてございます。関東の一番下に

ございます利根川につきましても、広域避難について議論が進められてございます。 

 中部圏につきましては、前回御説明しましたが、10月にTNTのワーキングが立ち上がって

ございまして、12月に議論が進められているといったことでございます。 

 近畿圏につきましても、一番下にございますが、今年度末までに高潮を想定したものに

ついて検討結果を取りまとめるということで、各圏域、議論が進められているといったこ

とでございます。 

 めくっていただきまして、委員からいただきました指摘事項と対応ということで、５ペ

ージには、第４回のワーキングでいただきました指摘に対する対応を書いてございます。

第４回のワーキングにおきまして、災害拠点病院の利活用について委員から御指摘をいた

だいてございました。域内避難を行う場合、ライフライン対策がしっかりしている災害拠

点病院に移動することは考えられないかといった御指摘でございました。 

 これを受けまして、災害拠点病院の活用ということで、以前にアンケート調査をしまし

た病院のうちから、災害拠点病院３機関、災害拠点病院以外の３機関につきましてヒアリ

ングをさせていただきました。その結果、下に概要をまとめてございますが、災害拠点病

院といったことはありますが、大規模水害を想定した計画を事前につくることによりまし

て、受け入れ、災害対応は可能だと、発災前からでも受け入れることは可能という御回答

をいただいてございます。 

 ただ、大規模水害を想定した計画をつくるときには、行政の支援もいただきたいといっ

たことでございました。 

 ３つ目になりますが、実際のオペレーションに当たりましては、どの病院からどういっ

た症状の方々が来るか、入院患者をどれぐらい受け入れられるかについては、発災の前に

調整する仕組みが必要ではないかといった御意見をいただきました。 
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 また、災害拠点病院以外の病院からは、移動するリスクが高い重傷者の方をどのように

移動させたらよいか。特に車を持ち合わせていないといったこともございますので、車両

の確保、調整についても事前に検討しておくことが必要だといった御意見をいただきまし

て、これから具体的に実地で計画をつくっていく中では、移動困難者の避難につきまして、

災害拠点病院といったことも一個の選択肢であるのかなという感触を受けてございます。 

 ６ページ目は、第５回ワーキングにおける委員からの指摘事項でございます。前回のワ

ーキングでは、委員からの指摘事項は左側でございますが、広域避難の検討に当たって、

事前の計画と実際のオペレーションを分けて議論すべきといったことですとか、２枠目か

らになりますが、計画を策定するのに具体的にどのようなことを検討しておくべきかとい

った御指摘をいただいてございました。 

 ２枠目は、帰宅抑制を推進すべきだということ、３枠目につきましては、計画作成に当

たってのバスの活用ですとか、具体的なオペレーションの中で鉄道降車後のオペレーショ

ン、車避難の場合の駐車場の確保、４枠目につきましては、計画的な避難行動がとられな

かった場合についても考えておくべきということ。その下につきましては、避難先、避難

手段をどのように伝えていくか。民間の施設についても活用すべきだと。このような具体

的な計画を策定するに当たっての検討事項の御指摘をいただいてございました。 

 その下になりますけれども、国と都府県のかかわり方を御議論いただいたときに、緊急

時のモードに切りかえるための仕組みの検討ですとか、その検討に当たってはメリット、

デメリットを整理して議論してはどうかといった御意見をいただいてございました。 

 一番下につきましては、定量的な算出、一定の仮定を設けてこれまで御議論いただいて

おりましたので、その仮定をわかるようにすべきだといったことですとか、その仮定が少

しずれたとき、感度分析についても行うべきだという御意見をいただいてございまして、

対応方針につきましては、資料２、今回、具体的な計画を策定するときに検討すべき事項

ということで、計画の実効性を確保するという観点から資料をまとめておりまして、この

中で、委員から御指摘いただいたものについても記載ですとか整理をさせていただいてご

ざいます。メリット、デメリットにつきましても、この中で整理をさせていただいてござ

います。 

 以上です。 

○田中主査 ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からの御説明について、何か御質問等ありますでしょうか。今までど

ちらかというと実効性のある計画を考える上で、災害のイメージというか避難のイメージ

を少しきちんと詰めてきていただいた。こういう避難で、これぐらいの時間的余裕があれ

ば何とかなるかなというあたりが、ある仮定のもとで委員の間に共有されてきたのではな

いかと思います。ここから先が、それに基づいて計画を議論していくということになるか

と思いますが、よろしゅうございますか。 

 若干、私自身も、実効性のある計画とするための検討と、計画の実効性を確保するため
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の検討というのは、にわかについていかないところもありますが、これはまた後で出てく

ると思いますので、その中で議論をしていただければと思います。後のほうで、また振り

返って議論があれば、いただければと思います。 

 それでは、きょうの本体の資料２について、最初にワーキングでの検討事項ということ

ですね。 

○事務局（磯部） 資料２、委員の方々にはA3でお配りしているものでございます。表紙

をめくっていただきまして、１ページ目「WGでの検討事項」というページについて、まず

御説明をさせていただきたいと思います。 

 広域避難の検討に当たって、これまでこのワーキングでは計画を策定するための手順、

下の絵でいきますと青で枠囲みをさせていただいているところでございますが、この手順

につきまして、内容も含めまして御議論をいただいてきてございました。本日につきまし

ては、計画の実効性を確保するという観点で検討が必要な項目について御議論いただきた

いと思ってございまして、この枠の中でいきますと赤とオレンジのところでございます。

「実効性のある計画とするための検討」と「計画の実行を確保するための具体の調整等」

という、ここについて御議論をいただきたいと思ってございます。 

 具体的に広域避難計画をつくっていくに当たりましては、このワーキングでお示しいた

だいた手順ですとか、実効性のある計画とするための検討事項を踏まえまして、一番下に

ありますけれども、国・都府県・市町村・関係機関を中心としまして、実地で具体的な検

討を進めていく。その中で、内容につきましても検証を進めていくということにさせてい

ただいてはどうかとしてございます。 

 具体的な内容を少し御説明させていただきます。 

 検討の全体像という中でございますが、このワーキングでは手順１からやってございま

す。対象とする地域をどうするか、また災害の設定をどうするかといったことから御議論

をいただいてございました。その中では、いきなり難しいところ、激甚な災害からやって

も議論が進まないということもあり、基本ケースからやってはどうかといったことでござ

いました。江東５区を事例とすると、基本ケースはカスリーン台風ですとかキティ台風を

例示しまして、議論を進めてまいりました。 

 手順２につきましては、域外・域内避難の組み合わせをどうするかといったことでござ

いまして、江東５区で250万人の方々が域外避難をしようとすると相当時間がかかってしま

う。全員の避難を完了させるためには、立ち退き避難対象者を一定程度限定する。そのよ

うな考え方があるのではないかということで、ここでは全居室浸水、浸水が長時間継続す

る、家屋倒壊等氾濫想定区域に該当する住民の方々につきまして、立ち退き避難の対象と

すると。それ以外の方については域内避難をお願いしてはどうかといったことを整理して

いただきました。 

 また、移動困難者につきましては、手順３、手順４になりますけれども、病院・福祉施

設に入院・入所されている方、またはそのつき添いの方につきましては、それぞれ症状も



7 

 

違う、さまざまな事情があるといったこともありまして、域内・域外いずれの選択肢もと

っていただくことを可能としてはどうかといった御議論をいただきました。また、域内に

残られるということであれば、救助の観点からもその人数、短時間に救助できるかという

ことも検証すべきだろうということで、手順３、手順４を御議論いただきました。 

 そのような形で域外避難、立ち退き避難の対象者数が出てくる中で、避難に要する時間

の算出に当たっては、ボトルネック箇所を特定して、そこを通過する時間を見まして、避

難に要する時間を算出してはどうか。また、そのときには電車、自動車、徒歩といった各

交通手段にそれぞれ配分をして考えてはどうかといったことで御議論いただきました。そ

の避難に要する時間と災害予測精度との関係から、避難開始をするタイミングを設定して

はどうかといったことで、手順６まで御議論いただきました。 

 前回、手順７になりますが、避難先の確保ということで、域外に行くことには、今まで

行ったことがないところに避難していただくといった抵抗感もあるため、親戚宅、通勤先

等の自主避難先の確保を推奨してはどうかとさせていただきました。最後にありますが、

避難先の調整という中には、避難手段、避難者の属性、避難に要する時間とか、方面別に

どれだけ逃げられるのかといった可能性の人数、また避難の困難性などをいろいろ含めま

して、避難先を調整していってはどうかということで、具体的な大規模・広域避難計画の

策定に当たっての手順とその考え方を御議論いただいてまいりました。 

 本日は、その下にあります赤枠の「実効性のある計画とするための検討」ということで、

これまで算術的というか、定量的にいろいろな課題を御議論いただいておりまして、広域

避難の実行に向けて特徴ですとか課題、難しさみたいなものが明確にされてきたと考えて

ございます。本日は、その一定程度でき上がった計画につきまして、実効性のある計画と

するためには、再度振り返って全体を俯瞰してどのようなことを検討していかなければな

らないかといったことで、４点挙げさせていただいてございます。 

 １点目が、避難行動の不確実性を考慮した柔軟性のある計画とするための検討。 

 ２点目が、避難者を受け入れる自治体の視点、受け入れ側の視点も踏まえた検討が必要

ではないか。 

 ３点目が、具体的にオペレーションするには、避難勧告等の運用面から検討すべきこと

はないか。 

 ４点目が、広域避難に関する情報発信。前回、国・都府県の話もございましたが、情報

発信の体制をどうすべきか。 

 このような点につきましては、実効性のある計画とするために、再度議論していく必要

があるだろうと。これらの議論を踏まえまして、右側の矢印で上に戻っている部分があり

ますが、いざ実効性のある計画という観点から考えてみると、難しい課題がある、クリア

できない課題がある。そういうときには、上に立ち戻って、これまで一定仮定を置いて議

論してきたものを、その仮定をもう一度見直すといったこともあるのではないか。この手

順を繰り返すことによって実効性のある計画を策定していくというふうにしてはどうかと
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してございます。 

 それによりまして計画ができた後、オレンジの枠に移ってまいりますが、そのできまし

た計画の実行を確保するための具体的な調整ということで、普及・啓発ですとか、計画の

実行を確保するための具体的な方策を検討していってはどうか。 

 広域避難の計画の策定に当たりましては、このような手順で策定していってはどうかと

いうことをお示ししてございますが、全体像としてこのような形でよろしいかといったこ

とについて御議論いただければと思います。 

○田中主査 今回と次回でこの辺の議論をしていただくことになると思います。要するに

PDCAサイクルを回すことを通じて実効性を高めていってくださいということ。なおかつ、

そうはいっても、こんな点に留意をして検討を進めてくださいねということ。その辺につ

いて、各委員から、きょうは、ここはこういうケースもあるのではないかとか、ここはこ

のようなアイデアもあるのではないかとか、あるいは国はこうすべきだといったような、

そのあたりでいろいろなアイデアをいただければと思っているところでございます。いか

がでしょうか。 

 またこれは個々の段階で踏み込んでいっていただければと思いますけれども、例えば手

順２で、全居室浸水とか長時間継続、家屋倒壊ということで絞っていますけれども、本当

にそれ以外の人がそうではない行動をとってくれるかというと、これは結構、普及、意識

啓発の問題もありますし、また、そういう場合も含めて議論しておかなければいけない。

あるいは今回、どちらかというと荒川を中心にやりましたので、鉄道が相当有効だという

ことになってきていますけれども、都市圏によっては違う場合もあるといったようなこと

も含めて、後ほど議論をいただくのかなという気がしています。いかがでしょうか。 

 では、議論のほうに入っていきたいと思います。どうしましょうか。全部最後まで行っ

てしまいますか。途中で切りますか。最後まで行って、全体像を見ていただいてから。 

○事務局（磯部） 一旦最後まで行って、全体を見ていただいた後に御議論をいただきた

いと思います。 

○田中主査 では、そういうことでよろしくお願いいたします。２ページから23ページま

でということですね。 

○事務局（磯部） ２ページ目、「実効性のある計画とするための検討」ということで、先

ほどのページでいきますと、赤枠の内容の詳細を記載してございます。実効性のある計画

とするために検討すべき事項を、下に青、緑、赤、紫、その他ということで５つに分けて

記載してございます。 

 １つ目ですけれども、避難行動の不確実性を考慮した柔軟性のある計画の検討というこ

とで、今回、大規模・広域避難を行うということだと、対象者がすごく多い。また、避難

行動のパターンも多岐に及ぶということでありまして、住民に想定どおりの行動をとって

もらえるかということですとか、鉄道の運行停止等の不測の事態も生じるかもしれない。

このような状況にも対応できるようにしておく必要があるだろうということで、計画に一
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定の幅を持っておくことですとか、柔軟性を持たせていくことを検討すべきではないかと

考えてございます。 

 下に矢印で書いてございますが、域内に想定以上の救助対象者が発生することに備えた

対応ですとか、逆に域外避難者が増加したことによる対応も考えておくべきことだろうと

いうふうにしてございます。詳細は後ほど御説明します。 

 ２つ目でございますけれども、避難者を受け入れる自治体の視点も踏まえた検討という

ことを検討事項②で挙げてございます。これまで手順１～７につきまして御議論いただく

中では、出す側、広域避難を行う側としては最適解、どのように逃げることによって避難

時間が最小化されるかという観点で御議論いただいてございましたが、受け入れ側の視点

も踏まえて検討しなければ、なかなかワークしたものにならない。具体的な行動計画を考

えるときには難しいだろうということで、受け入れ側の自治体の視点も踏まえた検討も必

要ではないかということを、検討事項②に挙げさせていただいてございます。 

 ３つ挙げてございます。対象とする受入先自治体をどのように考えていくのか。前回は

66％が自主避難先を持っているという前提でイメージできるものを御提示してございまし

たが、広域的に検討する対象は考えるべきではないかといったことですとか、避難先への

誘導につきましても、前回の手順７、避難先の確保というところで御議論いただいたとき

には、どこの人がどこの避難先まで逃げるのかと、そのときにはどの駅で乗って、どの駅

でおりるというような結構詳細な形でお示ししてございましたが、避難先への誘導をどの

ようにするのか、具体的にオペレーションするときのことも考えまして、どのようにする

のかといったことを御議論いただく必要があるかなと。 

 次に受入先自治体の体制と書いてございますが、広域避難勧告の発令時なのか、または

早期の自主避難を呼びかけるタイミングなのか、受入先自治体の方にも体制を切りかえて

いただくようなタイミングも考えていかないといけない。また、受け入れに当たり必要と

なる事務を誰が行っていくのか。施設の開設、運営をどのような形でやっていくのかとい

ったことについても事前に検討しておくことが必要だろうということを、検討事項②に挙

げさせていただいてございます。 

 赤枠でございますけれども、検討事項③につきましては、避難勧告等の運用面から実効

性のある計画とするための検討ということで、１つ目、広域的な避難勧告等の発令という

ことでございますが、勧告を受け取る側の住民の方々が広域避難勧告であるということを

御理解いただいて避難してもらう。その避難につきましても、通常の避難とは違う形態の

避難になりますので、その辺も理解していたいだいた上で避難していただくためにはどの

ような勧告の工夫があるのか。また、その勧告にあたりまして、事前に理解や周知も含め

ましてどのような取り組みが必要なのかといったことについて御議論いただければと思っ

てございます。 

 ２つ目、避難勧告の発令以外に、住民等へ避難に関する情報を伝達するタイミングとい

うことで、これまでの議論の中で、24時間前に広域避難勧告を出してはどうかといったこ
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とで御議論をいただいてございましたが、それ以外の情報発信、早期の自主避難を呼びか

けるときの情報発信ですとか、具体的に逃げ切れない、外に行くには時間が足りないとい

ったときの情報発信、そのようなことについても考えていく必要があろうと考えてござい

ます。 

 その下、紫の枠でございますが、広域避難に関する情報発信の体制の検討でございます。

発令基準の策定ですとか、大規模水害の切迫性を伝えるための情報発信、避難勧告等の発

令・伝達。そのような体制につきまして、前回も御議論いただきましたが、これについて

御議論いただきたいと思ってございます。 

 一番下、その他でございますけれども、それ以外にも実効性のある計画とするためには、

避難時間を短縮するための対策ですとか、自主避難先への避難者の割合を事前に把握して

おくこと、３日未満の人については中にとどまっていただくといったこともありますが、

域内避難の実現可能性の検証ですとか、検討対象地域を広げたときに新たなボトルネック

がないかといったことの検証、これらのことも通じまして、実効性のある計画としていく

ことが必要ではないかとしてございます。 

 めくっていただきまして、今の検討事項①～④につきまして、少し御説明させていただ

きます。 

 検討事項①「避難行動の不確実性を考慮した柔軟性のある計画の検討」ということでご

ざいます。下の絵にありますけれども、想定上の域外避難者、江東５区の応用ケースを想

定した場合の例示をしてございます。178万人の方々が域外避難対象者となってまいります。

ただ、下に計画の幅と書いてございますが、移動困難者の方については、冒頭に御説明し

ましたとおり、中にとどまってもいいし、外に行ってもいい。域内避難・域外避難それぞ

れ選択可能という形で計画をつくっておいてはどうかという御議論をいただいてございま

した。 

 自主避難につきましても、アンケート調査で66％というものを前回お示ししてございま

したが、これについても一定の幅があるだろうと考えてございまして、このような幅を持

った計画とすることも必要ではないかということでございます。 

 また、この計画の幅を持ちつつも、域外避難者が少なくなることもあるかもしれない。

広域避難勧告を出したとしても、域外に逃げられない、逃げ出さないという方も多くおら

れるかもしれない。そういったときには、域内に想定以上の救助者が発生することも考え

られる。逆に、右側になりますけれども、域外避難者が増加することもあり得るかもしれ

ない。そのときには多数の逃げおくれが発生するかもしれないし、それによって人的被害

が発生するかもしれないといったことも考えられる。 

 そういうこともありますので、対策の例を下に書いてございますが、域外避難者が少な

かった場合、域内に想定以上の救助対象者が発生してしまうことを考えますと、平時から

の備蓄の確保ですとか、公助による救助を効率的に行うこと、また、公助による救助は移

動困難者を優先的に救助していくといったこともあるかもしれない。そのときには自助・



11 

 

共助による救助方法も検討しておくべきだろうとしてございます。 

 また、右側の域外避難者が多くなってしまったときの対策としましても、平時から早期

の避難の一層の呼びかけといったことだとか、避難時間を短縮するための対策、自主避難

先への避難の推奨、いざ最後につきましては、近隣の安全な場所として逃げ込める場所を

確保しておくことも対策として必要だろうとしてございます。 

 次のページから、イメージできるもので、以前のワーキングでもお示ししたものを再度

載せさせていただいてございます。近隣の安全な場所の確保といったことで愛知県におけ

る取り組み事例を載せてございますが、このような施設の整備といったこともあるだろう

ということを載せさせていただいてございます。 

 ５ページ目につきましては、葛飾区の例になりますが、水害時における民間の集合住宅

との協定を結びまして、いざとなったときにはそこに逃げ込めるような形にしておくです

とか、下のほうも葛飾区の例でございますが、町内会から集合住宅への避難受け入れの協

力をお願いしている、このような平時からの取り組みもあるだろうと考えてございます。 

 ６ページ目になりますが、救助人数という観点から載せてございます。ボートによる救

助といったことを考えますと、構造の工夫といったこともあり得るのではないかと。江戸

川区の例を載せてございますが、校舎から校庭に出られるような階段を設けて、ボートが

着岸しやすい施設にしておくといったことも構造の対策としてあり得るのではないかとい

うことを載せてございます。また、ヘリによる救助の迅速化といったことを考えますと、

屋上スペースも確保しておくことが必要ではないかと載せさせていただいてございます。 

 ７ページ目、自助・共助による救助でございます。葛飾区の例を載せてございますが、

自治会でボートを購入して、定期的に訓練も行っているといったこともあります。域外に

逃げ出す方が多かった、中にとどまらなければならなかったといったときには、自助・共

助におきまして、自分で逃げるといったことの工夫も必要ではないかという事例を載せさ

せていただいてございます。 

 ８ページ目から検討事項②「避難者を受け入れる自治体の視点も踏まえた検討」でござ

います。広域避難を行うに当たって、これまでの検討では、先ほども申し上げたとおり、

出す側、広域避難を行う側からの視点でどうあるべきかといったことを御議論いただいて

ございましたが、広域避難を実効性のあるものとするためには、受け入れ側の自治体にも

参画していただいて、議論を進める必要があるだろうと考えてございます。 

 ただ、受け入れ側につきましても、中小河川が被災しているといったこともあるかもし

れない。また、自主避難先への避難が少なかった場合もあるかもしれない。そういうこと

もありまして、広域避難の調整をする側、受け入れ側の調整についても一定の広さを持っ

て検討を進めることが必要ではないかと考えてございます。 

 下にイメージを載せてございますが、前回ワーキングでは、自主避難先への避難率を66％

と仮定してイメージできるものを御提示してございました。今回、右側に避難率を45％に

したものをお示ししてございますが、イメージとしては、これを見ますと、23区ぐらいま
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では対象地域に入ってくるだろうと。あくまで算術的なものでございますが、このように

一定程度幅を持った形、広域的な調整を従前から行っていくことが必要ではないかと考え

てございます。 

 ９ページ目、受け入れ側の自治体の視点も踏まえた検討でございますが、避難先までの

誘導はどうあるべきかといったことが１点目でございます。 

 真ん中の絵でお示ししてございますが、前回、避難先の調整を御議論いただいたときに

は、どこどこ区の誰々さんはどの電車に乗って、どこの駅でおりて、Ｃ市のこの避難場所

に向かうのだといったようなイメージできるものをお示ししてございましたが、具体のオ

ペレーションをするときには、なかなか難しい面もあるだろうと。具体的には、受け入れ

側にとってみると、先ほど申しました中小河川がもしかしたらあふれているかもしれない、

事前に示したところが使えないかもしれないといったこともあるため、事前に使える場所

を明示できるかといった観点も必要になってくるだろうと思います。 

 そのときに、右側にイメージを書いてございますが、事前に一時的に集合できる場所を

決めておいて、そこにまずは逃げていただく。そこから次の避難場所、具体的に発災時に

おいて使える場所に逃げていただくといった調整の仕方もあるのではないかということを

書いてございます。 

 左下、受け入れに当たり必要となる事務というのが２点目でございますが、具体的に避

難先に行っていただくといったときには、その避難先、広域避難場所を開設・運営する者

が誰なのかといったことも事前に決めておく必要があるだろうと。大規模・広域避難を行

う側の職員が行って行うのか、受け入れ側の職員の方にやっていただくのか、もしくは避

難者自身にやっていただくのか、住民にやっていただくのか、いろいろな選択肢があろう

かと思いますけれども、これらについても従前に決めておく、調整をしておくことが必要

だろうと考えてございます。 

 さらに、右側に切りかえのタイミングと書いてございますが、いざ受け入れ側の市町村

にもいろいろなことをやっていただきたいといった場合においても、24時間前からそれを

やっていただくのか、一方でこれまでの議論では、24時間前からの避難では避難時間を確

保することは難しい、早期の自主避難も促していってはどうかということで御議論いただ

いてございました。 

 早期の自主避難を呼びかけたときの避難者の方々の受け入れ先はどのようにしていくべ

きかといったことについても検討が必要でしょうし、そのときの受け入れ側の自治体の体

制の切りかえについても、このタイミングでやっていただけるのかどうなのかといったこ

とも検討していく必要があろうかと思ってございます。 

 次のページでございますが、検討事項③「避難勧告等の運用面から実効性のある計画と

なっているかの検討」でございます。今回、広域避難を議論いただくに当たりまして、通

常の避難とは違うといったことがございます。下に発令文を書いてございますが、黒の点

線で書いたところが通常の発令文の事例でございますが、「緊急放送、緊急放送、避難勧告



13 

 

発令。こちらは、○○市です。○○地区に○○川に関する避難勧告を発令しました。○○

川が氾濫するおそれのある水位に到達しました。速やかに避難を開始してください」と、

このような形で通常であれば避難勧告を出していくことになろうかと思いますが、今回は

広域避難ということでございますので、通常の避難とは違うということを発令文上も明記

されていく必要があろうかと思います。 

 赤枠でございますが、広域避難であることを伝えるということで、広域避難勧告ですと

いうことを明確化する。 

 ２つ目、緑の枠でございますが、通常であれば「氾濫するおそれのある水位に到達しま

した」という形で危機感をお伝えすることが可能ということでございますが、今回であれ

ば24時間前からの発令になってございます。そのときにはどのような形で広域避難が必要

であることを伝えていくか。大規模水害が発生するおそれをどのように伝えていくかとい

ったことも工夫していく必要があると思ってございます。 

 青字のところでございますが、通常であれば「速やかに避難を開始してください」とい

う発令でもって、住民の方々はハザードマップ上に示された近くの避難場所に逃げていた

だくところでございますが、広域避難に当たりましては、一定程度、避難時間を最短化す

るといった観点では、方面をできる限り指定させていただきたい。また、移動手段につき

ましても指定させていただきたい。そういうことを踏まえますと、今、例１～３を載せて

ございますが、例えば避難時間を最小化する観点からいくと、例１のようなやり方もある。

イメージ的には、○○地区の住民は○○駅から乗車して、○○駅で下車の上、○○市の避

難先に避難してください。これを地区別に出していく。このようなことによって、このと

おりに避難が行われれば避難時間を短縮するといった観点では望ましい形になってくると

思いますが、具体的に避難勧告を発令するときにこのようなやり方が可能かという議論も

あるかと思います。 

 一方で、例３のように、公的な避難先へ避難する方は、浸水のおそれのない地区に避難

を開始してくださいと、通常の避難勧告と同様な避難勧告の発令の仕方もあるだろうと思

いますが、このときには広域避難に対する住民の理解が相当程度深まっていないと、ボト

ルネック箇所に人が集まってしまう。一番近いところから逃げてしまうと、ボトルネック

箇所に人が集まってしまって、避難時間が足りないといったことも起きてしまうかもしれ

ない。広域避難勧告を発令するときには、どのように情報を伝達するかといったことも考

えていかなければならないと考えてございます。 

 また、青枠の論点の２つ目に書いてございますが、屋内安全確保を期待する住民への伝

達はどうあるべきか。先ほど長時間浸水するところですとか全居室水没するところ、家屋

倒壊のところ、そのような方々について立ち退き避難を求めていってはどうかとしてござ

いました。それ以外の方については屋内安全確保を求めてはどうかといったことでこれま

で御議論いただいてございましたが、屋内安全確保をしていただきたい方に対して、どの

ように勧告を発令していくのか。もしくは、括弧書きで書いてございますが、平時からの
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住民の理解を前提としますと、次のような形で発令文を考えることもありますが、屋内安

全確保の方々に対してどのように情報を発信していくかといったことも考えていかなけれ

ばならない事項かなと考えてございます。 

 次は黒枠で書いてございますが、広域避難に関する情報の種類と発表のタイミングでご

ざいます。24時間前からの広域避難の呼びかけといったことをこれまで中心に御議論いた

だいてございますが、早期の自主避難を呼びかけるのであれば、それの何時間前から早期

の自主避難を呼びかけていくのかといったタイミングも必要でしょうし、また、発災する

かもしれないときに屋内安全確保を呼びかける。先ほどの緊急的に避難するような方々に

逃げていただくといったタイミングもあろうかと思います。このような情報発信も含めま

して、広域避難のオペレーションをするときには、24時間前の１点ではなくて、リアルタ

イムの情報を随時出していく、呼びかけていくといったことも必要ではないかと考えてご

ざいます。 

 次は11ページ、検討事項④「広域避難に関する情報発信の体制」でございます。 

 前回のワーキングでは、平時においては避難先の調整をどうするべきか。また、発災の

おそれがある段階での避難勧告の発令ですとか、避難者の輸送の要請等はどうあるべきか

といったことについて、現行制度の仕組みを御説明して御議論いただいてございました。 

 その中で、２つ目にあります発災のおそれのある段階でございますが、大規模水害の切

迫性をどのように伝えていくのか。また、不確実性が高い中で避難勧告発令はどうあるべ

きかということについて、協議会形式、国・都府県のかかわり方についてメリット、デメ

リットを整理して御議論いただいたらどうかということになってございました。 

 それについて、次のページでございますが、論点の補足というところに、市町村や国・

都府県が参画する協議会形式で大規模水害の切迫性を伝える情報発信をした場合のメリッ

ト、デメリットとして整理をさせていただいてございます。 

 概要に書いてございますが、避難勧告の発令基準の策定につきましては、協議会等を活

用しまして市町村が策定していく。 

 ２つ目、切迫性を伝えるための情報発信につきましても、協議会等を用いまして情報発

信をしていく。 

 ３つ目、発令・伝達につきましても、共同で避難勧告等を発令・伝達していく。 

 協議会形式をイメージしますと、このような形があり得るかと考えてございますが、そ

のときのメリット、デメリットを下に書いてございます。 

 メリットとしましては、大規模水害の切迫性を伝えるための情報発信を行う者と、避難

勧告等を発令・伝達する者は、どちらも市町村が主体となって行っていくという形になっ

てまいりますので、大規模水害の切迫性を伝えるための情報発信と避難勧告等の発令をす

る者が主体的には同じになってくるということで、統一的な対応がとられるのではないか

ということがメリットとして考えられる。 

 一方で、デメリットとしましては、市町村が参加する協議会等でやっていくといったこ
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とにつきまして、受入先市町村も一緒になって議論していくことが考えられますが、いろ

いろ合意形成に時間を要してしまうことも考えられるのではないか。協議会形式でいきま

すと、全員で合意した上で物事を進めていくといった形になろうかと思いますので、合意

形成に時間を要してしまう。情報発信の遅れですとか、もしくは避難勧告等が最後に合意

に至らなければ、発令等が市町村間で一体的に行われないおそれもあるのではないかとい

うことをデメリットとして整理させていただいてございます。 

 このようなことで、下の枠囲みに書いてございますが、受入先市町村も含む関係市町村

で連携して統一的な対応をとることは可能かといったことですとか、住民等に対して大規

模水害の切迫性を伝えるための情報の発信はどうあるべきかといったことにつきまして、

現在の進め方につきましては、江東５区では協議会形式で行われている。また、TNT、中部

のほうにつきましても関係機関が集まっていろいろなことが今、議論されているというこ

とでございます。 

 下に矢印で書いてございますが、当面の間、その地域で関係行政機関を中心としまして

訓練も実施しながら、現地で検証を行って、その結果を踏まえまして、必要な検討を進め

ていくことも考えられるのではないかといった形で整理をさせていただいてございます。 

 また、避難勧告ですとか大規模水害が発生する情報の発信を実際に行っていくためには、

13ページになりますが、いざ実際にオペレーションをしていくといったことに向けまして

は、避難時間が長時間に及ぶということもありますし、公共交通機関が停止する前に避難

を完了しなければならないということを受けますと、早期に避難を開始しなければならな

いといったことはこれまでも御議論いただいているところでございます。そのためには、

２つ目に書いてございますが、台風等を要因とする高潮ですとか、そのような気象条件に

つきましては、24時間前に気象庁から特別警報の可能性の言及がなされる。これを一個の

メルクマールにしてはどうかということで御議論いただいてございました。 

 具体的には、特別警報の基準としましては、中心気圧が930hPa以下といったこと。その

ような基準をもちまして、これらの発表の可能性が言及されるということでございました

が、このような発表がない中にあっても、洪水ですとかそのものについては起きるかもし

れない。ただ、洪水については、長時間先の予測手法が確立されていないということがあ

りますし、洪水の予測手法の開発が課題だということでございますので、先ほど申し上げ

た避難勧告の発令基準を作成するですとか、大規模水害の切迫性を伝えていくといったこ

とに向けましては、これら洪水・高潮の災害発生の長時間先の予測手法の開発ですとか予

測精度を向上していく取り組みが引き続き重要になっていくと考えてございます。 

 14ページ、その他の内容でございますが、検討対象地域を新たに広げたときにやってお

かなければならないことでございます。前回の避難先の調整のときにも、少し検討対象地

域を広げたような形になってございました。具体的に避難先を調整するためには、江東５

区から少しエリアを広げて検討しなければならないということで、少しエリアを広げた議

論も書いてございましたが、検討対象地域を広げるときには、そこに新たなボトルネック
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がないかを確認する必要があると考えてございます。 

 具体的には右下にございますが、緑の線で描いてございます。これは江東５区から避難

するときのボトルネック箇所として考えていた橋梁部でございますが、今回、避難先の調

整などを考えますと、その外側にボトルネック箇所がないかを再度検証する必要があると

いうことで、東京方面をイメージして、ここも検証してございます。東京方面につきまし

ては、ボトルネック箇所は引き続きというか、①のほうでございます。江東５区から出る

ところが一番のボトルネック箇所になるということで検証してございます。避難対象地域

を広げて検証するときには、このような形でボトルネック箇所が新たに発生しないかとい

ったこともあわせて検討していく必要があるということをお示しさせていただいてござい

ます。 

 15ページでございます。検討事項①～④につきましては、実効性のある計画を作成する

ために検討すべき事項という形で整理してございます。ここでいろいろな課題があれば立

ち戻って計画の前提を考え直すといったこともあるのではないかということで、内容を御

説明してまいりました。検討事項⑤からは、そのような過程ででき上がった計画を、さあ

実行するといったときに、その実行を確保するために具体的な調整として関係機関にも参

画していただきながらやっていくことが必要だろうといったことを述べさせていただいて

ございます。 

 上に書いてございますが、避難計画の確実な実行が確保されるよう、実施の主体を明確

化して、救助の準備ですとか事故を防ぐ対策等々について御議論いただく。また、住民や

企業・学校等への理解促進を図ることが必要と書いてございます。 

 下に検討すべき事項を述べさせていただいてございます。赤枠でございますが、計画の

実行を確保するための具体的な対策としまして、実際のオペレーションを行うときにどの

ように個々人に対して的確な情報を発信するのか、また集約するのかといったことですと

か、先ほど受入先市町村の切りかえのタイミングも議論すべきだといったことをお示しし

ましたが、それ以外の関係機関についても体制を切りかえていただく必要が出てくる。広

域避難を行うときにはその体制を切りかえていただく必要がある。その仕組みをどうして

いくかということも議論していく必要があるといったこと。避難時の事故を防ぐ対策です

とか、鉄道事業者にとっては運行計画を策定していただく。また、浸水域内にとどまった

人をできるだけ迅速に救助するための体制を準備しておくことも必要だろうとしてござい

ます。 

 下の青枠、住民や企業・学校等への計画の理解促進ということでございますが、具体的

に広域避難計画を実行して、それが実行あるものとするためには、住民や企業・学校にも

理解しておいていただかないと、なかなかワークしていかないといったことがございます。

計画の全体像について住民に周知していく。ハザードマップも、通常のハザードマップと

は少し違う形になってこようかと思いますが、その表現方法をどうしていくのか。また、

今回広域避難を考えるに当たっては、応用ケース、過酷な事象まで考えると相当程度厳し
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い状況が見込まれている。行政だけでは対応することが難しい。自助・共助の取り組みも

必要になってくる。そのときに行政の取り組みが今どういう状況なのかといったことにつ

いてお知らせしていくことも自助・共助を図る上では重要だろうと考えてございますし、

そのような取り組みを進めるためには、ワークショップとかシンポジウムの開催、パンフ

レットの作成、避難訓練、防災教育、このような取り組みも進めていくことが必要だろう

と考えてございます。 

 ２つ目、企業・学校等への周知ということで、浸水区域内の企業・学校等への休業・休

校措置ですとか、浸水区域外の企業の方々につきましても、自主避難先としての活用、社

員の方々については企業にとどまっていただくといったことの協力もお願いしていく取り

組みが必要だろうとしてございます。 

 16ページから、それぞれの具体についてでございますが、「計画の実行を確保するための

具体的な対策（適確な情報の収集・伝達）」ということでございます。今回、広域避難を行

うことにつきましては、普段、土地勘のない避難場所へ避難していただくことですとか、

事態が急変することも考えられる中で避難誘導が必要になってくるといったことでござい

ます。 

 ２つ目でありますが、逃げおくれて自宅にとどまられる方がいらっしゃることも想定さ

れまして、枠囲みでありますが、個々人にどのように情報を提供していくのか、また、個

人から、今どういう状況になっているかといった情報収集を行う仕組みが必要だろうとい

うことを書いてございます。 

 17ページ、18ページは、避難時の事故を防ぐための対策としまして、これも以前のワー

キングの中でお示しさせていただいてございますが、ボトルネック箇所に当たります橋梁

部ですとか、18ページは駅になりますが、このようなところでの避難誘導についても、事

故を防ぐ観点から、円滑に広域避難を行っていただくためにはこのような対策も必要にな

ってくるだろうということをお示ししてございます。 

 19ページでございますが、住民や企業・学校等への理解促進でございます。葛飾区にお

けるワークショップ形式によるパンフレットの作成ですとか、左下の江戸川区の取り組み

もワークショップ形式でございますが、避難行動についてグループで意見交換などを実施

して、地域の災害リスクを学んでいくような取り組みですとか、右下が江東５区のシンポ

ジウム、今年９月に行われたものでございますが、広域避難の必要性について認識してい

ただくような取り組み。このような取り組みが重要になってくると書いてございます。 

 20ページ、広域的な避難訓練でございます。中部のほうで行われている避難訓練でござ

いますが、実際に避難訓練することを通しまして、具体的にイメージをしていただくこと

も重要だろうといったことでございます。 

 21ページ、教育でございます。学校における防災教育としまして、小学校、中学校、高

等学校、それぞれ学習指導要領の中でも自然災害ですとか防災への理解について盛り込ま

れてございます。 
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 左下にございますが、発達の段階に応じて防災教育を進めていくといったことも文部科

学省のほうで取り組まれてございますし、右側でございますが、具体的に葛飾区の上平井

中学校では、学校活動として地域や防災のことを学ぶ活動を行われているということでご

ざいます。 

 22ページ、国交省のほうで学校の教育現場における防災教育の推進を目的としまして、

イラストですとか、命を守るために必要な知識をわかりやすく伝えるコンテンツを作成し

てございます。広域的な避難が必要な地域につきましても、このような支援を行っていく

と聞いてございます。このような防災教育に対します支援といったことも、これから取り

組みとしては重要になってくると考えてございます。 

 最後に23ページでございますが、インターネットのアンケート調査を左側に書いてござ

います。広域避難の促進策に対する意見ということでございますが、休校・休業措置に関

することがなされていると避難しやすいですとか、避難先を指定していただくと避難しや

すい、また、移動手段が準備されていてほしいといった御意見もいただいてございます。 

 広域避難の実効性を高めるといったことでは、住民への理解促進といったことに加え、

民間企業等についても協力していただくことが必要になってくるだろうと考えてございま

す。具体的には、浸水区域内の企業や学校の早目の休校・休業措置ですとか、自主避難先

を確保していくことを推奨するためにも、友人や親戚宅に加えまして、避難先として勤務

先等々も活用できないかといった議論もしていく必要があるだろうと。また、移動手段を

確保するという観点からは、鉄道会社やバス会社等による移動手段の確保といったことも

事前から検討しておくことが必要ということで、具体的につくられた計画を実行するため

には、これらの普及、理解促進といった取り組みも必要になってくるだろうと考えてござ

います。 

 以上です。 

 

審   議 

 

○田中主査 どうもありがとうございました。 

 大部な情報なので、なかなかそしゃくが難しいところもありますが、ここから御議論を

お願いしていきたいと思います。議論の効率化を考えさせていただいて、今のお手元の資

料の１ページ目をごらんいただけますでしょうか。本日議論するべきところとして、実効

性のある計画とするための検討というか、不確実を考慮した柔軟性とか受け入れ自治体の

議論、この最初の４つの部分、赤枠をまず議論させていただいて、後半でオレンジ色の調

整も含めまして５番目に書かれたもの、15ページ以降を議論させていただければと思いま

す。関連してそううまくいかない場合もあるかもしれませんけれども、とりあえずそんな

ところでいきたいと思います。 

 ここからは、かなり予定より早く進行しておりますので、皆様方、いろいろと御議論い
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ただければと思います。どなたからでも結構です。よろしくお願いします。 

 どうぞ。 

○辻本委員 まず、不確実性というところについて議論させていただきたいと思います。

最も大きな不確実性は、発災するかどうかということですね。大きな台風が来るなり豪雨

が来ても、発災するかどうかというところに大きな分かれ目の不確実性があります。不確

実性があっても大きな災害が来る可能性が非常に高いときに、大規模災害に対する広域避

難をする必要がある。これが非常に重要な観点なのですね。すなわち、そういうオペレー

ションをしたときに、発災するか、発災しないかという両極端があるということも、いつ

も忘れてはならないということです。 

 どういうことかというと、避難先がどれだけアウトになるかといいますか、埋まってし

まう、満杯になってしまうか。あるいは、いわゆる発災でなくなったら、またクリアされ

るわけですね。火山とかもそうですね。火山の噴火も、危なくなってきたといって警戒度

が上がってきたら大きな噴火に対して避難すべきなのだけれども、しばらく様子を見てい

る間に解消されるということがあります。台風の場合も、進路がちょっとずれたり、ある

いは強度が下がれば逃げなくていい場合、発災しない場合がある。 

 さて、この大規模災害の避難勧告なりいわゆる体制が発揮されたときに、すなわち超大

型の台風、910hPaとか920hPaが来たときに逃げるオペレーションに入るという計画を立て

る。このときにどれぐらいの割合で発災するのかしないのか、これも考えておく必要があ

るのではないかという気がします。これによって避難先の状況が違うのですね。本当に発

災してしまえば、発災避難先は全部アウトになってしまいます。これを恐れているから、

被害を受けないところの方も長期間占有されてしまうという気がひょっとしたらあります。

クリアされる可能性のこともしっかり考えながらやらないといけない。台風の場合でも、

台風がやってくる途中で、一体どんな状況までで避難勧告を出さなければならないか。こ

れがまず一番大事なことなのですけれども、その後もずっとウオッチしながら、どんな状

態になるのか。そして、発災したらオペレーションが変わってしまうということも意識し

ないといけない。そういう計画でないといけない。そういう心づもりのままの避難計画で

あるということ。 

 もう一度言いますと、通常の避難計画でもない。命を守るぎりぎりの段階での避難計画

でもない。それから、大きなものが来るということに対する備えなのだけれども、大きな

ことが来る場合があれば、大きなことがスムーズにクリアされてもう一回戻ることもある。

地震の場合等は、発災してしまってから避難するわけですから、避難先はそれに対応する

ものなのだけれども、台風の場合は、大きな台風が来るという予報によって、うまく避難

すれば、来たときに助かる。来なかった場合はありがたいと思わないといけないし、来た

場合には、早速今度はフェーズが変わった状態でのオペレーションに変わらないといけな

い。すなわち発災してしまった後は、発災前のオペレーションとは全然違うわけで、地震

と同じように、避難先は場合によっては被災者対応施設になるということも考えないとい
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けない。 

 それはどれぐらいの確率で我々は考えての大型災害に対する避難、いわゆる被災後の対

応ではなくて、うまいことクリアできるかという対策であるというようなものであるとい

う考え方をもう少しきちんと整理しておきたい。すなわち、どれぐらいのところで大型災

害を予想して、この体制に入るか。体制に入った場合は、どれぐらいの確率で実際の発災

になるのか。発災になったらどのような話に切りかえるのか。こういうことをやった計画

でないといけない。 

 実際にはオペレーションとの関連もあるのですけれども、伊勢湾台風に対するTNT、東海

ネーデルランドでは、情報共有本部というものを非常に重要な位置づけにしています。危

機管理行動計画の中にそういうものを設置することにして、実際に実効性のある計画を立

てた後、その計画が実効性のあるように機能するようにもつくっていますし、そういうも

のを置いておくことが実効性のある計画を立てるときに必要だと。それは、台風の進路を

常にウオッチして、どんな状態になるかというものを協議会のメンバーの中に知らせる役

割が非常に重要だと。もっとも発災してしまうという最後のバリアを越えてしまったとき

には、政府系の現地災害対策本部に切りかわるわけですから、そこからの話はまた別のフ

ェーズに入るということをしっかり意識して引き継いでいくことが大事かなと。そういう

計画であるべきかなという気がしました。 

 以上です。 

○田中主査 ありがとうございました。 

 発災後の話と、それから情報判断の話で幾つか指摘があったかと思いますが、いかがで

しょうか。 

 どうぞ。 

○山田委員 同じく不確実性のところですけれども、私自身も研究して不確実性云々とい

うのは論文を書いたりしているのですが、これはサイエンスや学術的に議論し始めると、

際限のない難しい議論にどんどん入ってしまうのです。制度がどうなるかとか、ちょっと

したことにより答えが随分変わってしまうとかですね。 

 そこで、内閣府でやっていることから見ると、しかるべき機関が、もう思い切った割り

切りが必要だと思います。気象庁の方は来ておられますね。アメリカなどは台風を５階級

ぐらいに分けるではないですか。はっきりとばんと５階級に分けて、フェーズ５だと、ば

んと言ってしまう。これは外力としての強さをばんと決めてしまうわけですね。そんなも

のですよと。 

 もう一方は、それが例えばそれこそ東京湾に来るのか来ないのか。どこかには物すごい

フェーズ５が来るかもしれないけれども、東京湾に来るのか来ないのかというのは別問題

で、東京湾に来るのだったらレベル５の100％とか、レベル５の50％とか、不確実性は割り

切りの世界だと思うのです。もちろん、これを学術的に詰めていくことは研究者としては

どんどんやります。やらなければいけないのだけれども、これを永遠にこういう場で議論
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し始めてしまったら、もう哲学論争、神学論争みたいになっていってしまうので、例えば

東京60というのは東京に60％程度来そうだと、この程度の情報をはっきりどこかできちん

と出す。それに対する警戒態勢、準備態勢は、レベル５の60％になったら最低限こうやっ

ておきましょうという最低限ラインみたいなものを決めておく。そこから先は、区とか町

内会ごとにもっと工夫されるといいと思うのだけれども、区間の調整はきちんと、日ごろ

やっておられると思うけれども、よりきちんとする。 

 もう一つは、はっきりと防災休日だということを言えるような法的な担保が必要かなと

思っています。もちろん学校だったら、きょうは台風が来ますからお休みにしますとは言

うけれども、会社だって、きょうは休んでいいよなどということは言えると思うけれども、

それによるビジネスの停滞などを考えると、やはり会社に行くよとなってしまうので、そ

ういう割り切ったものが出たときには、防災休日ですよということを言って、堂々と休ん

でもらえるような仕組みをつくらないと、働き手の人はみんな会社で働いてしまって、結

局、災害時要援護者の人たちが取り残されるようなことにもなりかねないと思うのです。

そういうことを今ちょっと感じております。 

 以上です。 

○田中主査 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○朝倉委員 若干瑣末なところなのですけれども、資料についてコメントしたいと思いま

す。 

 最初に、３ページ目のところで、不確実性を考えるときに、どれぐらいの避難者数にな

るかが重要ですねということが書いてあって、これは全くそのとおりだと思うのですけれ

ども、避難者数も大事なのだけれども、避難のピーク性です。ピークの高さ、それから、

どれぐらいそのピークが続くのかということが、実は交通の場合は物すごく大きな問題な

ので、シナリオとしてどこまで書けるかは別として、不確実性ということを言うのであれ

ば、そういったファクターについても言及されておいたほうがいいのではないかと思いま

した。これが１点です。 

 次に、９ページ目に避難者を避難誘導のときにどういう受け入れをするかということで、

一時的な集合場所に一旦集まっていただいてそこから避難します。これも考え方なので、

こういうのもありますねということの御紹介であればあり得ると思うのですけれども、実

際にこういう形で提示されたときに、避難者の方がこれに対して本当にリアクションして

くれるかというと、ちょっと疑問なしとはしないのです。車で一旦どこかに集まってくだ

さい、そこから車で行ってくださいというのだったら別だけれども、あるいは、この一時

的な集合場所までバスが迎えに来ますというのだったら別なのですが、徒歩や公共交通で

一旦ここに移られて、そこからさらにまたよそに行きなさいと、そういうオペレーション

はあるのかどうか、若干疑問なしとはしないのです。 

 実はこの図は次の資料にも出てくるのですね。結構こういう絵はよく見られるので、そ
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うするとどのようなオペレーションを考えないといけないのかとお読みになった方は思わ

れる可能性があるから、そこは注意したほうがいいと思います。 

 それから、10ページに情報伝達をどうするのかという話がありまして、ここは専らどの

ように情報の中身を伝えるかが重要かと思います。コンテンツの話がすごく出ているので

すけれども、一体どういう情報メディアにこれを乗せるのかという話が余りない。例えば

放送なのか、ネット上でこれが出るのか、あるいはそれがプッシュで送られてくるのか、

それによってどういうメッセージをどのように伝えるかということには随分違いがあると

思うのです。この文例というか内容だけではなくて、それをどのように伝えるかというこ

ともあわせて検討していただくことが大事なのかなと思いました。 

 口を開いたついでなのですけれども、資料に出てくる図という意味では、ちょっと先で

申しわけないのですが、関係するので、17ページに避難者の折り返しの絵がありますね。

これも実は後の資料に出てくるのです。ところが、こういった折り返しというのが本当に

可能なのかと言われると、先ほどの一時集合と同じで、ちょっと難しいかもしれないと思

わざるを得ないのです。なので、こういう考え方もあることはありますけれども、これが

絵としてばんと出てしまうと、このことが持つメッセージ性もあるのです。むしろ沿道の

安全なところに一旦避難していただいて、そこから建物ごとに順に送り出しますというほ

うがまだ納得できるのではないか。つまり、行列の列はたくさんあって、行列の列ごとに

さばいていくよと。意味は同じなのですけれども、後の資料に出てくる図面と関連して考

えると、その議論は慎重にというか、よく検討したほうがいいのではないかと思いました

ので、関連して発言しました。 

 以上です。 

○田中主査 どうもありがとうございました。 

 今の話、折り返しという以外にも、要するに、一つの列にしてしまうと危ないよという

ことの一つの案ということですね。 

 ほかにいかがでしょうか。大原先生。 

○大原委員 検討事項④の「広域避難に関する情報発信の体制の検討」なのですけれども、

浸水に関連する地域とか国内はもちろんのこと、海外に何か情報発信するのかどうかもち

ょっと考えておく必要があるかなと思いました。というのも、アジアとかですと６～７時

間以内で日本についてしまいます。羽田空港が浸水するわけではないので、風速が大きけ

れば空港は封鎖されているとは思うのですが、タイミングがおくれて洪水になっていたり、

風速はそれほどでもなかったりした場合に、空港がもしかして運営をしているのかなとい

う気もします。そうすると、この状況を知らずにアジアとかから出国してしまって、つい

てしまうという外国人が多数出るのかなという気がしています。最近、オリンピックもあ

りますし、海外からの訪日渡航客もふえていますから、そういう人について渡航抑制して

もらうのか、京都とか他の地域を観光することもできますから抑制しないのかどうなのか。

そこら辺についても少し考えておく必要があるかなと思いました。 
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 あと、先ほどの山田先生の御意見にちょっと追加なのですけれども、事業所にとっては、

やはり休みにするとビジネスに影響も出ますので、なかなか大きな決断になろうかと思い

ます。特に製造業に関しては、ラインをとめてしまいますと製造中のものもだめになりま

すし、ラインを再開するのにお金もかかってしまいますから、そこの工場が浸水しなくて

も、かなりの金額の被害をこうむることが考えられると思います。そういうものは自助努

力で水害保険とかには入りますが、ちょっと私もわかりませんが、被災していなくて避難

のためなどでラインをとめた場合に保険がカバーするのかどうなのか。カバーしないので

あれば、やはりこれは国家的事態なのでカバーする保険にしてもらうことも必要かと思い

まして、ラインをとめるなど企業が大きな決断をする際に、なるべくスムーズに安全な方

向に決断できるような保険も含めた仕組みが必要ではないかと思いました。 

 以上です。 

○田中主査 ありがとうございます。 

○辻本委員 今のに関連して、よろしいでしょうか。そのときに営業をとめるか、企業を

どうするかという話が出たのですけれども、先ほどお話ししましたように、大規模な水害

が発生すると見込まれるときという非常に特殊な状況、台風で言えば、先ほど少し例があ

りましたけれども、36時間前の予想で東京なり名古屋に910hPaで来るとか、さらに、それ

が24時間後に再度予想されたときに、ある程度そういう体制に入るということが認識され

て、避難勧告が出るというプロセスを考えているのだと。そういうときには、どんなもの

だろうと。先ほど言いました、アウトになる場合もあるし、セーフになる場合もあるとい

うことを考えたときに、どれぐらいの確率で我々はこういう体制に入ることになるのだろ

う。せいぜい10年に１度ぐらい起こって、100年に１度ぐらいアウトになるというようなイ

メージ、非常に緊急事態なのですね。その期間はどうやって我々はやり過ごすのかという

ことで、防災に関しては、例えば伊勢湾のTNT、東海ネーデルランドのところでは、どうや

って自分たちの住民を避難させようとして、どうやって受け入れてもらえるのか。その真

ん中に立つ交通機関等にどうやって協力してもらうのか、あるいは公安機関等にも協力し

ていただくということを考えている最中なのです。 

 もう一つ、東海ネーデルランドで立ち上げたワーキングにBCPというのがあります。これ

が今、お話しされたことにかかわっていて、いわゆる３日間とかそういった体制の中で、

企業は防災のためにどれだけ働いていただくか。すなわち能力を持っている、流通の業者

は荷さばきとかが非常に得意ですので、いろいろなところで役に立ってもらうということ

もあるのだけれども、今、おっしゃったように、その地域にある、特に東海地方の企業は

非常に重要な日本に対する役割も担っているわけですから、本当はコンティニュアスに続

かないといけないのだけれども、その３日間は事業が停滞しますよと。でも、ちゃんとし

た準備をしていれば、上流側も下流側もサプライチェーンが切れないよとか、できるだけ

早く回復することによって被害が最小限になるよということで、こういう防災協議会の中

にその地域の企業も、あるいは場合によっては大学とか生活にかかわるところも入ってい
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ただいて、その３日間は、ただ単に住民が避難するだけではなくて、企業はどうやり過ご

すのか、学校教育はどうやり過ごすのか。そういったことも全部含めて議論するという話

に本当はなっておかないと、広域避難だけの計画を立てるのではなくて、こういうものが

来たときに、この地域の生き残りとしてどんな計画を立てるのかという視点が、広域避難

だけに特化するところにちょっと課題が見えるのではないかというのを、今、御発言いた

だいた御意見に対して感じました。 

○田中主査 ありがとうございます。 

 その環境づくりも多分、我々は発信していかなければいけない大事な御指摘だったと思

います。 

 ただ１つ、先ほど議論が出て、両方出していただきましたけれども、私個人としては、

910hPaの特別警報モードという議論に前がかりになるのは若干抵抗があります。現実的に

は、状況は違いますけれども、カスリーン台風もキティ台風も、最近では平成11年の荒川

あわやという事態ですね。いずれも特別警報対象ではない。そこは我々は十分認識してお

くべきだと思っています。したがって、24時間前のオペレーションができない場合も含め

て、先ほど大原先生も山田先生もおっしゃっていましたが、技術的には限界を超えたとこ

ろで若干この議論をしているので、割り切らなければいけないと山田先生がおっしゃって

いた部分ですね。これは私風に言うと、社会で引き取らなければいけない。その社会の引

き取り方が、今、協議会に企業を入れたり、場合によっては学校も入れる。全体をやって

いかなければいけないという意味だと理解させていただきました。一部の事例の前のめり

が若干ひっかかったというところでございました。ありがとうございます。 

 実際に、先ほど大原先生がおっしゃっていた例でも、JCOの事故があったときに屋内退避

の要請が出ました。あのときに１つかなりうまくいったのは、日製さんが休業にしたとい

うのは大きかった。地域では日製さんというのは日立製作所のことなのですけれども、そ

こがやると関連会社も休みやすくなるということで、日製さん、日立製作所の決断は非常

に大きかったわけで、ある意味そのようなことを全体としてもつくっていかなければいけ

ないと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○橋爪委員 ちょっと話が変わりますけれども、情報伝達の件です。10ページになると思

うのですけれども、いろいろな例文等も考えていただいていますが、この情報、特に100

年に１回とかいうお話もありますけれども、めったに出ない情報なのでシンプルでなけれ

ばいけないと思うのです。特別な広域避難ということも含めて、すごくシンプルな情報に

して伝えなければいけないと思います。シンプルにすると、具体的な避難の方法などは、

例えばテレビで細々やってもなかなか伝わらないですし、自分がどこにどうしてという情

報を得るまでにすごく時間がかかってしまうので、やはり最初はプッシュ型で、パーソナ

ルなものはプッシュ型でお伝えするという仕組みをどこかで考えなければいけないと思い

ます。まずスイッチはシンプルな情報でスタートをさせて、実際の行動はパーソナルなプ
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ッシュでというのがいいかなと思っています。 

 さらに、これは１回だけではないのです。最低24時間、発災するともっと長い時間、住

民に対して情報を出し続けなければいけないと思いますけれども、継続して情報を出すイ

メージも、この中に入っていないのですが、時間軸を入れた情報のイメージも考えないと

いけないかなと。その場合は、最初に住所を入れていても、移動してしまって自分が違う

場所に行くとプッシュの情報は役に立たなくなるので、また違う考え方を見せなければい

けないということで、私が思ったのは、被害状況を一覧できるような、総括できるような

地図情報も含めたものをつくって、関係する人が一覧できて、自分で情報をとって次の行

動を考える。最初の避難が始まるところは後押しするのですけれども、途中からは、危険

状態も含めて情報提供しながら住民の皆さんが自分たちで判断して動いてもらうような仕

組みを考えなければいけないのかなと、説明を聞いて思いました。 

○田中主査 ありがとうございます。 

 継続性というのはとても大事ですね。避難勧告の鉄則は、繰り返しと多メディアという

のがありますので、おっしゃるとおりだと思います。 

 あと、避難途上の情報提供は結構難しいというのがやはりあって、実際に３・11のとき

にも広域避難をされた方々は、避難先を言われてもよくわからないというところがあった

り、その途中での情報が入らなくなるということがありますので、重要な御指摘かと思い

ました。 

 ほかはいかがでしょうか。どうぞ。 

○片田委員 ３ページ、検討事項①「避難行動の不確実性を考慮した柔軟性のある計画の

検討」ですけれども、今、例えば66％の人がみずから避難場所を持っているということで

避難する人を制約したり、いろいろな制約をつけながら、とにかく住民の広域避難を達成

する方向性をとりあえず導き出したわけです。でも、朝倉先生もおっしゃるように、どれ

だけのボリュームか、どのように集中するかということまで含めて、避難のシナリオには

さまざまなものがあろうかと思うのです。特に、もともと現象そのものが不確実なもので

すから、どのように事態が進展していくかもわからない。そのもとで人々が何を感じ、ど

う動くのかということを冷静に、個々の現象ではなくてちょっと離れて考えてみる必要も

あると思うのです。 

 そこで１つは、先般のフロリダ半島のハリケーン・イルマの対応とか現地の状況などの

話を聞いておりますと、避難命令の３日も４日も前から大渋滞が起こって、膨大な避難が

起こっている。避難命令380万人に対して、避難した人が650万とも680万とも言われている

わけです。アメリカで今、問題になっているのは、何でこんなにも逃げたのだと。シャド

ウ・エバキュエーションと言われるそうなのですが、それによって大渋滞が起こる。ガソ

リンが空になってしまう。放置車両が出てくる。要援護者の輸送計画に支障を来す。いろ

いろな問題が出てきて、これは余りにも多くの人が逃げたからという、それが問題になっ

ている。ちょっと日本から見るとうらやましいぐらいの話ですね。よくこんなにも逃げた
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と。 

 なぜ、このように人が逃げたのかということだとか、人がその日どういう行動をとるの

かということは、淡々と情報がどう伝わったのかとかそういうこと以上に、住民がそれを

どう理解し、社会機運がどう展開したというようなところの把握のほうがはるかに重要で

はないかと思うのです。 

 もちろん、何でこれだけの人が逃げたのかということを考えるときに、最初にハリケー

ン・ハービーがヒューストンあたりを水浸しにし、カテゴリー４だったと。これはえらい

ことだということで、直前に経験がある。その直後にイルマが発生し、今度はカテゴリー

５だと。カリブ海の島々に被害をもたらしているという状況が刻々と流れ、それがいずれ

カテゴリー５でフロリダ半島に来るのだという状況になったときに、３日も４日も前から

大挙移動が始まったわけですね。 

 大渋滞もして、それが問題だと言われるのですけれども、よくこれだけの人が動いたと

いう、その背景がどこにあるのかを考えるときに、避難にかかわるところの自分の命を守

るということの意識の違いだとか、もちろんそういったものもありますけれども、事前に

あった機運醸成がどうなされていて、その事態に行ったのかということを、私たちはある

意味最も大きい要因としてここを把握しなければいけない。もしくは、ここでどう適切に

情報を出していくことによって社会機運をつくっていくのかということに少し目を向けな

ければいけないのではないか。このあたりを全く無視しているような気がするのです。 

 それが唯一できるのは情報をどのような形で、どのように出していくのかという問題だ

と思うのですけれども、昔、九州・宮崎で椎葉村の避難の話が注目されたことがありまし

た。情報伝達の段階制というものでして、朝の段階から、JAからですと、きょうは大雨が

ありますから農家の方にお知らせしますなどという話が流され、次は、保育園の保護者の

方々にお知らせします、ひょっとしたらきょうはお迎えになるかもしれませんよみたいな

話。どんどん情報を流していくことによって、機運がどんどんできていって、いざ避難準

備を出したり避難勧告を出したときには、もう大挙逃げているというような状況が機運醸

成としてできているところがあるのです。 

 そういう観点から、今ここの議論で考えるときに、膨大な人を、非常に不確実な状況、

これから高潮が起こるかわからないというような状況の中で、それでも24時間前だと今の

基本ケースでもぎりぎりではないですか。それも66％もの人が自分で行き先を持っている

みたいな、すごく制約いっぱいというか、非常に高いハードルのシナリオの中で何とか行

き着いてはいるのですけれども、本当はこんなにスムーズにはいかないですね。 

 そうなってくると、なぜアメリカのフロリダ半島の避難があんなにもうまくいったのか

というところに少し着目する必要もあると思うのです。単に逃げるとなったときに、その

手だてをどうしてやるのかと、全部提供するような議論をしておりますけれども、それ以

上に重要なことは、国民がこの状況の中でどういう機運になり、どういう動きをとるだろ

うかという、どちらかというとそれを予測し、それに耐え得るだけの対応を考えるという
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検討の仕方も必要なのではないかと思うのです。 

 今は情報伝達の仕方についても、例えば10ページの文案の例１などを見ると、○○地区

の人は○○駅から乗車し、○○駅で下車した上で、○○市の○○に行ってくださいみたい

な、間違いなくこんなふうにうまくいきません。ただ、今のシナリオの中でこうやってや

れば、このレベルで動いていただかないとうまくいかないという話の中でこういう例が出

てきていると思うのですけれども、事態の展開だって不確実なのに、このとおりの情報伝

達なんかできっこないですね。 

 もっと大事なことは、早い段階から国民が、アメリカの例で言うと３日も４日も前から

早く広域避難が始まるわけですけれども、今回の台風はひどそうだから、ちょっとかみさ

ん実家に帰っておけやと旦那さんが言うような状況をどうつくっていくのかということの

ほうがもっと重要で、今のまま、ガラスのようなシナリオに基づいて、今の計画どおりだ

と、○○駅から○○地区の人は何人乗ってもらって、○○駅でおりてもらって、バスは準

備して、バスは足りるのかみたいな、こんな議論をしているわけですね。 

 正直、そんな議論は、そんなと言っては失礼ですけれども、とりあえずここまでの議論

をし、何とかなるなという目星をつけるという議論においては意味があると思うのですが、

このとおりにオペレーションがいくはずもないということを前提に立つときに、今回の検

討から一歩戻って、国民がどういう機運の中でどう動くのか。そのばらつき。シナリオの

感度分析をやるという話ですけれども、これはすごく重要なことで、大挙短期間に押し寄

せてしまった場合の処理は耐え得るのか。もしくは、早い段階からばらばら逃げ始めるよ

うなシナリオの場合は大丈夫かというような、もう少し、こんなガラスのような話ではな

くて、大局観を持って議論するような方向性も少し必要なのではないかと私は思います。 

○田中主査 ２点指摘があったような感じがします。１つは、シミュレーションのバラエ

ティーということですが、本質的な部分は情報戦略としてもっと長期的な戦略を立てよう

という、ある意味で橋爪委員と同じような発想のところだったと思います。そこをどうう

まくつくっていけるのかというところは、多分、これは地域によって違うのではないかと

思うのです。例えば、先ほどのカスリーンだとなかなか難しくなってくる。伊勢湾だと多

分できそうですね。その難しいときに我々がどういうメッセージを出す仕組みをつくって

いくのかということ。そこは最後は割り切らなければいけないという、山田先生のお話に

戻っていくような気がします。今の両方の御指摘はとても重要な御指摘だと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○加藤委員 今、ガラスのシナリオという言葉が出てきましたけれども、言い得て妙のネ

ーミングだなと思って聞いていました。ただ、来年、こういう危機的な状態になる可能性

もあるので、一応、ガラスのシナリオといえども、広域避難をできる限り実現させるとい

う議論が必要かなと感じています。 

 その観点で言うと、24時間前は避難勧告ということに今はなっていますが、アメリカの

ような市民意識になっていない状況の中で178万人を逃がすわけなので、もっともっと強い
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メッセージが必要なのかなと感じます。私は自分自身に置きかえてみても、予報円の誤差

がまだ80キロぐらいある中で、24時間前に避難勧告で逃げるかというと、過去の避難勧告

での避難率などを見ればわかるとおり、おそらく、今の状況を前提とすると、ほとんどの

人は逃げないと思われます。だから、来年に備えて何とか人を逃がそうとするならば、も

っともっと強いメッセージが必要ではないかと思われます。極端に言えば、東海地震の警

戒宣言のように、「経済活動をとめて全員逃げるべし」ぐらいの、社会を普段の生活とは全

然異なるモードにするぐらいの覚悟が必要なのではないかという気がします。  

 ２点目は、避難行動要支援者、要するに避難弱者と言われている人たちをどう現実的に

ケアしていくかという話があるかと思います。今日の冒頭の資料では災害拠点病院が一応

対応できるという話がありましたが、キャパシティーについてはまだ検討されていません。

普段使いされている災害拠点病院の受け入れキャパは、実はそんなにボリュームがない可

能性があります。総避難者178万人という膨大な対象の中で、浸水する病院の重病の方を受

け入れられるかどうかというと、実際に数字は分かりませんが、おそらくキャパシティー

はぎりぎりではないかと危惧します。単に対応できるからいいという話ではなく、キャパ

シティーや手段について対策を講じる必要があるかと思います。 

また、町の中にいる在宅で介護されている方とか、独居老人とか、特に昼間であれば、

昼間だけ独居・介護され老人という方も大勢いらっしゃいます。先日、墨田区で東京都と

区がやっている福祉関係者と住民の方との大規模水害の対応のワークショップに参加しま

した、そこで民生委員の方が、自分の担当している高齢者の方が大勢いらっしゃるという

話がでました。現在、その地域では、民生委員１人当たり160人を担当しているという話で

す。１人で160人に声がけして避難を促すなんて、ほぼ無理だと思います。そういう状況を

考えると、避難行動要支援者に対して、平時の体制ではない特別な体制を準備しないと現

実には広域避難は困難かなという気がします。以上が大きな１点目です。 

 ２点目は、今回のこの検討の出口をどのように内閣府として、また国として位置づけて

おくかということを全体で共有しておく必要があると思います。基本的には、来年度を含

めごく近い災害に備えて何とか広域を促すことで、できる限り被害を小さくするという意

味での検討であることを。ただし、課題はものすごく山積していて、ある意味、理屈上こ

の方向で行けるかもしれないが、現実的には相当難しい、現状ではほぼできないという状

況認識のもと、少し長期的な観点から、10年後、20年後を見据えたときに、どのように全

ての分野を巻き込んで、分野横断的に対策を進めていくべきかという、次のステップをき

ちんとアウトプットとして出していく必要があると思います。  

 私の専門は都市計画ですが、古典的には都市計画の防災というと地震火災に対する対策

がメインですが、歴史を振り返ってみると、昭和40年代初めぐらいから対策が進められて

います。昭和40年代は、命からがら逃げられるように避難場所と避難計画をつくりましょ

う。昭和50年代に入ると、できる限り町を燃えにくくするために道路、延焼遮断帯で火災

が止まるようにしましょう。昭和60年代ぐらいに入ると、密集市街地の燃えやすさを少し
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でも低減させていくような努力をしていきましょうということで、かれこれ40年、50年ぐ

らいかけて対策が上乗せされていきました。 

 地震火災対策の場合、10年ごとぐらいで進化していきましたが、それは時代背景、すな

わち、都市化のプロセスに対応してそうなっているだけであって、今の日本社会であれば、

同時に３本立ての対策を今から突っ込むこともできるような気がします。このアナロジー

でいうと、このことは毎回委員会のたびに発言しているのですが、たとえ広域避難で逃げ

おくれたとしても、たとえ取り残されても、そこそこ快適に過ごせるような町を浸水想定

地域につくっていくというような対策、そういう逃げなくても良い状況を実現するハード

対策も今からきちんとと仕込んでおく必要があると思います。多分それ以外にも同時並行

でやれることはたくさんあると思います。これは、広域避難のフェールセーフと考えても

いいし、多重防御で人の命を守るための対策と考えてもいいし、同時並行でできるものを、

ぜひ今回の検討後の課題をまとめとして、頭出ししておくと、社会が一歩進んでいくかな

という気がしています。 

 以上です。 

○田中主査 ありがとうございます。 

 大きな指摘の中の一つで長期戦略ということですね。 

 ただ１つ、今の御発言の中で、できないことがはっきりしていると言われてしまうと、

ちょっと元気が出ないなという気がしますので、それはそれなりに、ガラスのシミュレー

ションでありながらも、ある条件の中ではできることが見えているので、そこに向けて一

個ずつ課題を解決していきましょうと。同時に長期的な視野、施設整備も含めて要るよね

という御指摘と理解をさせていただきます。 

 どうぞ。 

○片田委員 いろいろシナリオを変えながら感度分析をやっていかなければいけない。そ

の中で、そのシナリオを動かしていくときに、動かすことの意味合いというのも少し明確

に意識しながらだろうと思うのです。例えば、広域避難の行き先とのマッチングの話を考

えると、現状、この状態の中で、例えば江戸川区さんが千葉県に行って受け入れてくださ

いとお願いに行くと、いやいや、うちの住民の避難がまずは優先ですので、お約束はでき

ませんみたいな話とか、当然そうなっていくわけですね。現状のモードで議論していると

そういうことになるわけです。 

 ところが、いざ本当にその日そのときを迎えて、江戸川区が水浸しと。とっぷり水に浸

かっています、命からがら江戸川区民が何とか千葉に来ました。帰れとは言わないですね。

つまり、この問題を考えるときに、どれだけリアリティーを持って、当事者感を持ってこ

の問題に向かい合っているのかによって全然議論が違うと思うのです。高速道路はいい避

難路ですからというように、今、議論しようとしてもなかなかうまくいかないのですけれ

ども、実際に水に浸かってしまって、区民が高速道路に向かってはい上がってきたと。こ

れは歩行者はだめですからといって蹴落とすわけにはいかないわけですね。 
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 いろいろその日そのときの事態において起こることは、今、シナリオ分析をいろいろや

っているときに何がポイントになるのかというと、どれだけリアリティーを持ってこの事

態を認識し、議論しているのか、このテーブルに着いているのかという、そこはすごく大

事なところだと思うのです。平常モードの中で冷静な議論をしていますけれども、冷静で

はないような状況に追い込まれた中でのオペレーションを議論しているところに対する共

通認識が若干欠けているのではないかというのが、この議論に関する私の感想です。 

 そんな中で、先ほどのフロリダ半島の例で追加的な事例なのですけれども、ジャクソン

ビルの福祉施設では、３日ぐらい前から患者の輸送計画に沿って市内にとどまる人の避難、

広域避難をする人、それから輸送することが危険な人でとどまる人の計画なども全部各施

設が立てていて、３日前からそのオペレーションに入っていたと。とどまる人については、

10日間籠城して、それでもエネルギー供給もできる、食糧も水もある、衛生環境も保持で

きるという計画をしっかり立て、広域避難も淡々と行われ、３日前からその体制に入って

いて、各施設がそのような対応をやっている。 

 日本で各福祉施設に対して、これから個別の救援計画を立てよみたいな話になっていま

すけれども、果たしてそこまでのリアリティーを持って実効性のある計画を日本の福祉施

設が立てられるだろうかと考えると、無理だなと思います。その差はどこにあるかという

と、こういう状況に対する本当のリアリティーのある当事者感を持っているかどうかとい

うことに対して、全然ないのではないかと。今の江東５区の、こうやって我々は真剣に議

論しているのですけれども、この空間では議論していますけれども、本当に江東５区の区

民たちは、これほどの事態ということに対して対応しなければいけないという、そのリア

リティーを感じているのだろうかと。この地域の福祉施設の方々は、これだけのおじいち

ゃん、おばあちゃんや体の不自由な方々を、この状況の中で守り切れるのだろうかという

リアリティーを持って議論しているのだろうかと、そこまでできるかというと甚だ疑問な

のです。その根本的な違いは何かというと、どこまで当事者感を持っているのかという状

況の認識に対する当事者感の問題なのではないかと思うのです。 

 そうなってくると、さまざまなシナリオを議論することも大事なのですけれども、その

前に、今の状況だとこの程度の避難だろうなと、今の状態の中でそんな事態を迎えると、

こんなことが起こってしまうだろうなと。でも、それを改善するためには、国民にどうい

う動きをとってもらわなければいけないか。そういう動きをとられたときにどういう手当

てをしなければいけないかと、こういう議論の仕方が重要なのではないかと思うのです。

今、住民側の対応のことを全く無視して、このように動いたらこれだけでキャパシティー

が足りますか、これでマッチングできますかみたいな議論をしていますけれども、そこに

動く主体である住民の動きみたいなものが全くリアリティーを持って検討されていないの

ではないかと思います。 

 そんなことを少し思いながら、動いた暁にどういう対応が必要なのかということで、今

回検討したことは意味があるとは思いますけれども、もっともっと重要なところは、そん
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なところにあるのではないかという気がいたします。意見です。 

○田中主査 若干時間が押してきていますので、全体を含めて議論をいただければと思い

ます。 

 多分、多田区長が最後にばんとおっしゃるのではないかと思っておりますけれども、い

かがでしょうか。 

 どうぞ。 

○宇賀委員 実効性のある計画とするための検討の中で、避難者を受け入れる自治体の視

点を踏まえた検討というのは非常に重要だと思っております。 

 現在、災害救助法では、大規模水害の発生のおそれのある場合に、避難所の設置等につ

いては都道府県が費用を負担することになっていますけれども、そこで言っている救助の

中に、含まれていない問題について述べさせていただきます。万一、例えば受け入れ側の

公共施設に避難をしてもらうとか、あるいは受入先自治体の企業がボランティアで協力を

してくれて、そこで避難をした住民の方が事故に遭ったときに、どうしても損害賠償とい

う問題が出てきてしまうのです。そのときに、今のシステムですと、それぞれの受入先自

治体とか企業が損害賠償責任を負うことにならざるを得ないわけです。受け入れ先と避難

元の自治体との協議の中で、仮にそういうことが起こったときに、避難元の自治体のほう

が賠償費用について補助することも考えられます。地方自治法上は、公益上の理由がない

と補助金は出せないわけですけれども、このような緊急事態において避難元の自治体の住

民を受け入れてくれて、その結果、そういう事故が起こってしまって賠償責任を負うとい

う場合に、避難元の自治体がそれに対して賠償費用を補助することについては、私は公益

性があると言えるのではないかと思っています。 

 ですから、万一そういうことが起こった場合には、うちのほうで賠償費用を補助します

よということも、避難元と避難先の自治体の協議の中で話し合って、協定を結んでおくと

いうことを考えてもいいのではないかと考えております。 

 以上です。 

○田中主査 ありがとうございます。 

 ここは国だけでもできる議論なので、至急進めておいていただければと思っています。

賠償だけではなく、運営コストもありますし、災害が起きた場合はいいとして、起きなか

った場合はどうするかというのは若干大きなことだと思います。 

 ほかはいかがでしょうか。どうぞ。 

○山田委員 片田先生が言われたのは私も非常に本質的だと思って、非常にエンジニアリ

ング的サイエンティフィックな議論と、もっとヒューマンなところを強調した議論があっ

ていいのではないかという感じだと思うのです。 

 それはそうで、一方で、例えば13ページを見ていただくと、もう一回不確実性のことを

言いますけれども、長時間先の予測手法は確立されておらず、洪水の予測手法の開発が課

題と、それはそうなのですが、実は手法論はもういっぱい出ているのです。使うか使わな
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いかという問題、あるいは使いなさいという法体系になっていないということ。例えば、

大きな川の洪水予報は、法的には気象庁長官と国土交通大臣の名のもとに洪水予報しなさ

いとなっているのだけれども、これを不確実性を認めた洪水予報と言ってあげれば、出す

ほうもすごく気持ちが楽に出せるのですが、水位は幾らになりますなどという決定論的な

予報をしろなどといったら、外れたら大変なことなので、なかなか出しにくい。 

 だから、例えば、これから300ミリ降ったら堤防の天端を越える確率は30％ありますよと

いうような意味の予報を出す。それをちゃんと出すというふうに法的にもっと強く言えば、

どんどんやれるのです。例えばこういう話が内閣府から出ると、今までこういうことに関

係する計算は土木系コンサルタントがよくやっていたのですけれども、最近は私のところ

に、ビッグデータとかを扱うような、あるいはデータサイエンスをやるような企業群が、

先生、こんなのどうだろう、こんなのどうだろうとどんどん持ってきている。それは立派

で中身のレベルは高いですよ。ただ、使うふうになっていないから、これをやっているの

になかなか使えないねというところでいつもとまってしまうのです。 

 例えば、13ページの右下に図があるでしょう。３日雨量があって、これは十分いい図な

のです。縦軸がだめなのです。縦軸が流量になっていて、こんなものは誰もわからない数

字で、毎秒3,000トンだ、5,000トンだといったって、こんなもの全然だめです。懸案地点

の水位はどうなるかというふうにしてくれれば十分使える予測図で、今まで300ミリ降りま

した、これから200ミリ降るとこの点々ぐらいに水位がなりますと。そうすると、20％ぐら

いは天端を越えてしまう可能性があるねと。多分、国土交通省の荒川下流さんは内々はこ

んな予測図を持っているはずで、これは十分立派な予測図で、何もハイテクを使わなくた

って、非常に泥臭い方法だけれども十分いい予測図なのです。こういうものをちゃんと使

い切る仕組みが法的に担保されれば、どんどん出せると思います。もちろん技術開発は必

要だと思います。これが一つです。 

 もう一つ、私はたまたま経験的に、２カ月ぐらい前にサンフランシスコの内陸部で広域

の山火事がありましたけれども、そこのローレンスリバモアという大きな研究所がある町

の人たちのホームステイを私の家でしていたのです。物すごく広域の山火事ですが、彼ら

は非常に冷静に、あらゆる情報をちゃんと見に行くのです。見ていたら、山火事があの辺

はしょっちゅう起きるのだけれども、非常に広域で起きます。それに対して、いい情報提

供システムを持っているなと。それを見て冷静に、携帯電話で、こちらに避難しておいた

ほうがいいのではないかというようなことをアメリカに連絡しているのです。あれは一つ

の参考になる。山火事なんて我々は余り情報がないけれども、山火事のときにアメリカが

どう対応しているかと。あれは割と長期間続くという意味では非常に参考になるので、今

後、我々も勉強をしたいし、内閣府も勉強されたらどうかと思います。 

 この２つです。以上です。 

○田中主査 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。田邉委員。 
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○田邉委員 東京都の田邉です。 

 このワーキングは今日で６回目、あと最後の１回しか残っていないのですけれども、実

際にこういう事象が起こって東京都としてオペレーションをするとなると非常に難しいオ

ペレーションになるだろうなと思っています。きょうの議論も含めて実効性をどう確保す

るかというと、大きく四つの視点で整理し直す必要があるのではないかと思います。１つ

目は、先ほど山田先生たちも言われている制度の問題ですね。法律をどうつくっていくか

という部分。 

 ２つ目は、広域避難といっても自主避難や避難所への避難だとか、自治体がそれぞれ受

け入れる場所の設定の仕方や運営要領、企業や学校などの活動をどうするのかなど制度と

いうよりも行動ルールをしっかりと決めて徹底していくこと。 

 ３つ目がオペレーションの観点での災害時のオペレーションを私は総合的に担うのです

が、実は現時点で参加するプレーヤーが明確ではないのですね。今は逃げるほうのプレー

ヤーだけで、出し側受け入れ側自治体、それを支援する警察、消防というプレーヤー、そ

して病院などですね。そういう人たちがどのように動いてそれを一体的に動かしていくの

かというところを実際にしっかり詰めていかないとプレーはできない。さらに、想定外が

出たとき、例えば、台風は来ないよ、外れるよと言ったのに来た場合、それから予想以上

に早く来た場合とかです。そうすると、今、避難の発令をしているのだけれども、それを

とめないといけないわけですね。でも、今とめると移動中の人もいるし、その行動とタイ

ミングをどうするかなど、不測事態対応まで含めてオペレーションを計画しておかなけれ

ばなりません。さらにその上で、図上検討や訓練を繰り返し実施し、計画を修正していく。

こういう繰り返しをやっていかないと実効性は高まりません。 

 ４つ目は、その他の要因ですが、一つは情報発信ですね。ここをしっかりと戦略的にや

っていく。これもいつの段階の情報発信かで中身が変わっていきます。また、どの手段を

使うのかも、情報発信のタイムラインとして決めていかないといけないだろうと思います。 

 また、そのときのICTを使い、効率性を高めていくことが必要だと思います。 

 あとは、加藤先生が言われるとおりハード対策。実効性を高めるのだったら、避難しな

くてもいい、避難する人を減らすことも重要で、ハードをしっかりと進めていく必要があ

るのだろうなと思います。 

 その他にも課題はたくさんあるので、引き続き、私たちも一つずつでも検討を進めてい

かないといけないと思っています。 

○田中主査 ありがとうございます。 

 この委員会のあり方自体も若干そこに寄り添っていく必要があると思いますけれども、

そういう趣旨もあると理解してよろしいですかね。 

 あと10分ほどになってまいりました。はい。 

○辻本委員 今、情報の話が出ましたけれども、情報というのもある程度整理して、計画

でよくタイムラインとか呼ばれて、どういう時刻には何をするべきかというのはやはりし
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っかり決めておく必要があるのだけれども、その時刻というのは大体、相対時間で決まっ

ているのですね。台風が何時に上陸したら、あるいは発災がいつ起こったらこんなふうに

と、その時刻を絶対時刻に変えるという話をどこかがしっかり伝えていく。そこの機能を

持っているところを、東京都なら東京都の中にしっかり持ってもらって、協議会に入って

いるメンバーに絶対時刻に読みかえたら幾らですよと。そのような情報発信をしないと、

全ての情報をリアルタイムで全部出すというのはわからない。 

 だから、相対時刻でわかっているタイムラインと言われているものをみんなで認識して

持っている。それが今回の台風のときにはどのように絶対時刻として変更されましたかと

いうことがオペレーションで一番大事なことだと思うのです。それをどのようにやるかと

いうのは、やはりテクニカルな問題だし、その技術をしっかりつくっておくことも大事だ

し、情報伝達のオペレーションの方法のもしっかりつくっておいてほしいなという気がし

ますので、そういうところの議論もテクニカルな問題としてやっていただきたいと思いま

す。 

○田中主査 はい。 

○片田委員 余り細かい話ではないのですけれども、ちょっと気になっている点を１点お

話ししたいのですが、この計画は膨大な方々にとにかく限られた時間の中で逃げていただ

かなければいけない。その必然として、どうもとどまる人にはとどまってもらわなければ

いけないというところで議論が進んできているように思うのです。ただ、本当にそれは可

能なのだろうか。もしくは、お願いした上でとどまっていただいて事故が起こった場合と

か命を失った場合、これはどのようになるのかということがすごく気になるのです。 

 さまざまな情報を出した結果として、御本人の意思で、それなりの対応もし、とどまる

という意思決定をされた上での話ならばともかく、今ここでの議論は、とにかくボリュー

ムが多いから、この方々はとどまってねと、こちらから言っている状態ですね。とどまる

ことを要請するということは、本当にいいのだろうかと。それぞれが命を守るということ

に懸命になろうとしているのに、逃げようと思ったら、とどまってくれと言われたからと

どまりましたということの暁に起こったことに対して、それはどう解釈すべきかと考える

と、とどまっていただくほどの公共心を持っていただきたいみたいな話で話が進んでいる

ことが本当にこの議論のままでいいのだろうかということは、この先の議論としては考え

ておく必要があると思います。 

○田中主査 私も若干そこはひっかかりました。グラデーションが若干あるので、かなり

厳しい人もあり得るし、まあ常識的にはいいよねという人がいることも事実。その一つの

問題と、あとは、やはり動き出すと全体の分布が変わりますので、そこは自分だけとどま

るというのを是としない人も当然出てくるだろうということですね。 

 どうぞ。 

○多田委員 座長さんにそのうち何か言うだろうと言われましたので、済みませんね。 

 いろいろありがとうございます。お話を聞かせていただいて一々もっともだなと思いま
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した。最初に御説明くださったことも、おおむねよく理解できると思うのですけれども、

この実効性という観点からすれば、まずは何といっても住民が理解をするということが必

要なのです。それは第一条件だと思うのですが、それにはわかりやすいということが必要

だと思うのです。わかりやすいということは何かといえば、その一つは具体性だと思うの

ですが、その具体性というのは、15ページ以下にこれからの検討の課題がいろいろ書いて

あります。これは大体、具体性の問題を取り上げていると思うのですけれども、これをど

のように詰めていくかということになるかと思います。 

 もう一点は、公の立場に立って考えてみますと、逃げるほうも受け入れるほうも、どれ

だけその気になるかということだと思うのです。どれだけその気になってこういう計画を

受けとめているかということがありますが、本番になってから、本番になる以前もそうで

すけれども、どれほどその気にさせられるかというものでなければいけないと思うので、

そういうものをどのように確保していくかということが、実効性を確保するという最も大

切な状況ではないかと思うのです。 

 一つは、これからまとめがあって報告ということになると思うのですけれども、このワ

ーキンググループの報告が単なる報告なのかどうかということです。そこがちょっと問題

だなと思うのですけれども、報告だけをして、これでわかってください、やる気になって

くださいといっても、そうはいかないと思うので、やる気にさせられるということをどの

ようにするかということは、一つ仕掛けなのですけれども、これは国を挙げてどういう作

用をここに及ぼすかということにかかわってくるかと思うので、別に強制するとか何とか

ということと直結するわけではありませんけれども、非常にこれによらざるを得ないとい

う、一つのさせられてしまうという状況をどうつくり上げていくかを検討していただく必

要もあろうかと、これは国のほうにもお願いしなければいけないと思うのです。 

 例えば、今、江東５区で私どもでやっております検討会がありますけれども、ちょうど

重なっているわけなので、これから15ページ以下にありましたような具体性についての議

論をどのように進めていただくかということ、私はまだわかりませんけれども、これはい

ろいろあると思うのですが、それを私どもがやっている江東５区の自主的な検討会と共同

作業のような形でやっていただければうれしいなというのが一つ、私たちの希望としては

あります。 

 そこで、私たちは、全て国が考えていただくということはもちろんありません。自治体

がやらなければならないことがいっぱいあると思いますし、また、住民や企業がやらなけ

ればいけないこともたくさんあると思います。これはそれぞれ具体性というものが課題と

して明らかになっていく中で大いに議論をして、やる気になるという、先ほどリアリティ

ーとおっしゃいましたけれども、そのリアリティーをどうやってつくっていくかというこ

とが非常に大切だと思うので、そういう面で私たちは努力をしなければいけないと思いま

す。 

 ですから、これから先の持っていき方をどうするかということに、私は今、大変興味を
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持っておりますので、ぜひとも具体性についての議論をどういう形で進めるかということ

を一つお考えいただくことと、わかりやすくすることと同時に、やる気にさせられてしま

うという一つのガイドライン的なものを、江東５区を中心とする、この地域ではこれなの

だということを何かみんなが確固たるものとして受けとめるというような一つのものとし

て残していく。こういうことをぜひ希望したいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 以上です。 

○田中主査 ありがとうございます。 

 時間があと５分ほどになってまいりましたけれども、ほかはいかがでしょうか。 

 今までの話を伺いながら、かつ、若干私見も交えさせていただくと、きょうは４つほど

大きな議論があったような気がいたします。一つは72時間、48時間、24時間、12時間と、

それぞれの時間の中でどのように全体の社会の状況をつくっていくのかということ。これ

は情報戦略ということをおっしゃっていた方もいますし、スイッチはシンプルに、プッシ

ュ型はパーソナルになどというのもございました。あるいはその繰り返しとか、そういう

ことも出てまいりました。あるいはハリケーンに学べという意見もございました。 

 そういう中で、情報戦略については、実は情報は今まで若干技術に寄り過ぎていて、技

術的な予測だけが情報の根拠になっていた。これ以外にもう一つ、どんな対策を今進めて

いるのかということも見せていったほうがよいだろうなという気がしています。そういう

意味で、社会全体が動いている姿をどう伝えていくのかということを含めた情報戦略が要

るのではないかという気がしていました。 

 あとは、既に情報があるし、それを使い切る仕組みをつくりましょうというのも出てい

た意見だと思います。 

 あと、若干今の区長の話とも絡むのですが、この検討の場というのをどうしていくのか

というところです。きょうの御議論の中ですと、協議会というキーワードが一つ出ていま

したが、少なくともそこには企業も、受け入れ先も、受け入れ先の病院も含めて入っても

らわなければいけない。そこにもちろん都道府県もそうだし、国もちゃんとかかわってく

ださい。共同でやりましょうと、共同という言葉が出ていたと思います。 

 その中で、どの範囲まで受け入れを議論していくのかというので、きょうの狭い、広い

ので出ていると、広いほうで見ると、東京は23区全部入って下さいと。そのような枠組み

を少しきっちりとつくるためにはやはりここで明確に、この場で出していかなければいけ

ないのではないかという気がいたしました。 

 ３番目には、やはりピークの時間帯とか、時刻と幅とおっしゃっていましたけれども、

あるいは感度分析という表現をされていましたが、そのような、より一つのシナリオでは

ない多様なシミュレーションというのも出ていました。また、その裏返しとして、外れた

場合というところが幾つか出てまいりました。例えば、早まったときにどうするのですか

とか、あるいは外れても大丈夫なような長期戦略というのですか。そんな話も出ていまし
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た。 

 きょうの中で明示されなかったのですが、ぜひ事務局のほうで議論いただきたいところ

が２つあります。１つは、国が今ここでやろうというものと、それから、やはり地域の特

性に合わせて個々に委ねる部分はちょっと整理が必要だなということがあります。それか

ら、出口が若干という加藤委員の話もありましたけれども、どういう形でこの委員会をあ

と１回で取りまとめて、どういう出し方をしていくのか。そして、あとはそれをどうフォ

ローしていくのかということも含めて、課題がたくさんあります。後はよろしくというわ

けには若干いかない気がするのです。その辺の考え方も次回きっちりと議論をさせていた

だければと思っています。 

 ちょうど時間になってしまいましたので、もし、私の最後の取りまとめを含めて、これ

だけは言わせてくれというものがあれば言っていただければと思いますが、よろしゅうご

ざいますか。 

 では、長時間にわたりましてありがとうございました。やっとここで検討の議論が始ま

った。しかし、やはり課題は多いねというところになると思います。その進め方や解決も

含めまして、次回以降、御意見をいただくことになると思います。もし御発言できなかっ

た部分がありましたら、事務局に御連絡いただければと思います。 

 それでは、事務局にお返しいたします。 

 

閉   会 

 

 

○事務局（廣瀬） 済みません。チャイムが鳴っておりますが、資料３－１と３－２を配

っております。 

○田中主査 忘れていました。ごめんなさい。 

○事務局（廣瀬） 実は、今の最後、きょうは非常に闊達な御意見をいただいて、私ども

はじっと黙ったままで何も発言をしておりませんでしたが、まさしくこのワーキングの報

告としては、資料３－１にございます基本的な考え方を報告にさせていただくとともに、

事務方が計算手法としていろいろ、どのようにエバキュエーションできるか、時間がどれ

だけかかるかという具体的な手法をまとめた、この２分冊の形でまとめたいと思ってござ

います。 

 基本的には、委員の皆様方には、広域避難の基本的な考え方のほう、これは実は何回か

前から全く修正をしておりませんで、いよいよきょうの御意見を踏まえて、特に今回、計

画の実効性の話をしていただきましたので、その全般も含めて、改めてもう一度見直した

形でこれをまとめさせていただきたいと思ってございます。 

 最後に主査のほうからいただきましたように、私どももこの検討会、実は先ほどからも

お話が上がっております首都圏であったりとか、江戸川区さんを中心とした江東５区であ
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ったりとか、TNTの取り組みが既に地域でされていたのが実態でございます。その中で、例

えば避難先の確保をどうするのだみたいなことをしっかりやってくれという具体的な課題

を頂戴したことから始まっております。 

 一方で、先ほど片田委員からもございましたように、アメリカでは、今はあのような形

で広域避難の車の渋滞を伺っていますが、私の理解においては、2005年のハリケーン・カ

トリーナのときのスーパードームで非常に大量の避難民が押し寄せたという話が多分あっ

たのではないかと思います。そういうところからアメリカも学習されたのではないかと。

我々もまた改めて勉強しないといけないと思いますが、その意味からすると、日本は戦後

の混乱期に台風が集中的に来ましたけれども、その後、幸いにも三大都市圏にここで対象

とするクラスの大きな洪水が起こっていないという実態もあるのかなと。そういう状況の

中で、今の状況で起こってしまうと、取り残されてしまう方ばかりになるのではないか。

多くの方が避難行動をとれないのではないかということをまず機に、この検討を始めさせ

ていただいたかと思います。 

 きょうは非常に厳しい御指摘もいただきましたけれども、私どもとしては、一度分冊に

しているもので、きょうの片田先生のガラスのシナリオではあったのですが、強引に一番

最後の避難先まで行ってしまいました。一気通貫することによって、シナリオですので初

めて舞台の完結まで行ったというふうに、私どもとしては先生方の御議論をいただいてお

りますけれども、いざやってみると、最後まで行ったときに、やはり計画の実効性でこれ

だとなかなか厳しいだろうということで、きょう改めてこの会を持たせていただいて、建

設的な御意見をいただいたと認識しているところでございます。 

 先ほどからいろいろな意見をいただきまして、関係省庁もきょうは来てくれていますけ

れども、恐らく情報の精度、どこまで出すかという話も、こういうニーズがあるからここ

まで出してほしいとか、あるいは３日間の浸水をできるだけ減らすために排水ポンプの増

強が必要だと。それはやはり具体的にこういうところにつながるからだということをキャ

ッチボールしながら、そういう共通の問題意識を持てば、よりハード対策も進むと思いま

すし、そもそも戦後以降、河川改修等も進んで、今は昔よりは当然安全になっている。そ

のしっかりした状況も把握してやる必要があるかなと思ってございます。 

 最後になって長くなりましたけれども、いずれにいたしましても、私どもとしては、先

生方の御理解、御協力をいただきまして、まずはこの広域避難、なかなか日本で取り組め

ていなかったのですけれども、その一つの方向性といいますか、考え方を一気通貫で示さ

せていただいた上で、きょうおっしゃっていただいたことをまとめたのを国のまとめにし

た上で、果たしてそれを本当により実効性あるものにするにはどうしていけばいいのか。

最後に多田委員からもございましたけれども、どのようにやっていくのがいいかにつきま

しては、事務局のほうでももう一度議論をさせていただきまして、次回の報告までにはど

ういう方向で進めていくのが適切かにつきまして、関係省庁とも連携を図って、御議論い

ただけるようなものを用意したいと思いますので、引き続きの御審議をいただければなと
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思います。 

 繰り返しになりますが、資料３－１、３－２は前回のものから変えてございませんので、

改めまして、きょうの御議論も踏まえて修正をした形での確認にさせていただくというふ

うになるかと思います。 

 本日の会議はこれで終わらせていただきます。長い時間、ありがとうございました。 


